
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｃ６－１４ つまようじ 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｃ６－１４ 全 つまようじ 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ４－１４４ 糸楊枝 

Ｃ６－１１３０ 飲食用フォーク 

Ｃ６－２１３ 調理用フォーク 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

つまようじ カクテルピック  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 飲食時に食物を突き刺して口に運んだり、歯の間にはさまった食物のかすを取り除いたりするの

に使う楊枝。 
 

他の意匠分類との関係（含まれない物品，意匠） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係，懸案事項など） 

 つまようじ、糸楊枝のいずれかの判断は、物品名主導とする。物品名が「口腔衛生具」「歯間清掃具」等であれ

ばＣ４－１４４に分類され、「ようじ」「つまようじ」であればＣ６－１４に分類される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

爪楊枝 楊枝 切り込み入り爪楊枝付きもちへら 

   

 

つまようじ 
C6-14登録 00997632号 

歯間清掃具 
C4-144登録 01134216号 

1070977号 つまようじ 

 

1055771号 楊枝 

 

1107658号 爪楊枝 

 

1030621号  
切り込み入り爪楊枝付きもちへら 

 


